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新型コロナウイルスワクチン接種情報

接種状況をお知らせします
接種人数
●対象者数（12歳以上）
　対象者総数   32,068人 ※10月2日時点
　総接種回数 100,996回 ※10月20日時点
　　接種 1 回目　　  30,207人（94.2％）
　　接種 2 回目 　　 30,088人（93.8％）
　　接種 3 回目 　　 26,226人（81.8％）
　　接種 4 回目  　　14,475人（45.1％）
【小児ワクチン】
●対象者数（5～ 11歳）
　対象者総数 1,654人 ※10月2日時点
　総接種回数 1,269回 ※10月20日時点
　　接種 1 回目　　　 645人（39.0％）
　　接種 2 回目 完了   624人（37.7％）

12～17歳 18～59歳 60歳以上 合計 小児計

■ 1 回接種率 86.9％ 90.2％ 98.6％ 94.2％ 39.0％

■ 2 回完了　 86.5％ 89.9％ 98.1％ 93.8％ 37.7％

■ 3 回完了　 51.6％ 72.9％ 93.0％ 81.8％ 0.0％

■ 4 回完了　 0.0％ 8.7％ 83.1％ 45.1％ 0.0％

ワクチン接種状況（9 月 29 日現在）

＜オミクロン株に対応した
　　　　　新型コロナウイルスワクチン接種のご案内＞
対象者

初回接種（1・2 回接種）を完了した 12 歳以上の方で、
最終の接種から 3 カ月以上経過した方。
接種券は、60 歳以上の方から順次送付します。
初回接種（1・2 回接種）を受けていない方は、すみ
やかに接種してください。

1回目～4回目の従来型コロナワクチン接種を希望さ
　れる方

たむら市民病院で受けることができます。
接種を希望される方は、速やかに接種してください。
※ 3・4 回目の従来型ワクチン接種は、11 月 11 日（金）
　で終了する予定です。
予約専用電話 (080-2845-1167 
予約受付時間：平日の午前 9 時～正午

＜5～11歳の小児コロナウイルスワクチン
　　　　　　　　　　追加接種 (3回目接種 )のご案内＞
重症化予防と感染予防、発症予防を目的とした国の方針
に基づき、11 月上旬から接種開始を予定しています。
3回目対象者

初回接種（1・2 回接種）を完了した 5 ～ 11 歳の方で、
最終の接種から 5 カ月以上経過した方。
接種券は、初回接種 (1・2 回目接種 ) から 5 カ月を経
過した方から順次送付します。

これから5歳になられる方（保護者）へ
誕生日の翌月に案内通知を送付します。内容をご確認
のうえ、接種を希望する方は予約のうえ、接種してく
ださい。

●お問い合わせ先（予約受付はできません）
　田村市新型コロナ相談ダイヤル(81-2512　
　保健福祉部 保健課(81-2271

　　

　　

　　　　

　　　　

募集種目 資格 受付期間（締切日必着） 試験期日

陸上自衛隊
高等工科学校

生徒

推薦
男子で中卒（見込含）17 歳
未満の成績優秀かつ生徒会
活動等に顕著な実績を修め、
学校長が推薦できる方

12 月 2 日（金） 5 年 1 月 5 日（木）～ 7 日（土）
※いずれか 1 日を指定

一般 男子で中卒（見込含）
17 歳未満の方 5 年 1 月 6 日（金）

1 次試験
5年1月14日（土）・15日（日）
※いずれか１日を指定

自衛官候補生
男子

18 歳以上 33 歳未満の方 年間を通して受付 受付時にお知らせ
女子

※詳細についてはお問い合わせください。
問・申自衛隊福島地方協力本部 郡山地域事務所(024-932-1424

自衛官等採用試験のお知らせ自衛官等採用試験のお知らせ

「田村市デマンドタクシー」のご案内「田村市デマンドタクシー」のご案内

戦没者等のご遺族の皆さんへ戦没者等のご遺族の皆さんへ
「第十一回特別弔慰金」の請求期限は 5年 3月 31 日までです「第十一回特別弔慰金」の請求期限は 5年 3月 31 日までです

　請求期限を過ぎると受ける権利がなくなりますの
で、お早めにご請求ください。
●対象者

2 年 4 月 1 日（基準日）に「恩給法による公務扶
助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺
族年金」等を受ける方（戦没者等の妻や父母）が
いない場合に、次の順番で上位の遺族 1 人に支給
します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
① 2 年 4 月 1 日までに戦傷病者戦没者遺族等援
　護法による弔慰金の受給権を取得した方
②戦没者等の子
③戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているな
　どの要件を満たしているかどうかにより、順番
　が入れ替わります。
④上記以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）
※戦没者等の死亡時まで引き続き 1 年以上の生計
　関係を有していた方に限ります。

●支給内容
　額面 25 万円、5 年償還の記名国債
●留意事項など

遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任
を持って行うことになります。

問・申保健福祉部 社会福祉課 (81-2273
　　　各行政局、各出張所

　　

　

星の村ふれあい館
休館日のお知らせ

●休館日　11月 10日（木）
※館内清掃・各種点検のため

〔利用案内〕　
●入浴料
　大人 500 円　小学生以下 250 円
●利用時間
　午前 8 時 30 分～午後 8 時 30 分
●その他
　大広間・宴会・宿泊もできます。
　バスの送迎もあります。詳しくは
　お問い合わせください。
問星の村ふれあい館(78-3100

 　

問郡山消防本部 消防本部通信指令 (024-933-2400

消防署からのお知らせ消防署からのお知らせ

　火災・救急は 119 番へ通報をお願いします。通報時はまずは落ち着
いて、火災なのか、救急なのか伝えてください。必要な情報は指令員
が質問しますので、慌てずにはっきりと答えてください。

119 番通報は落ち着いて

●割引料金の対象となる方は、予約時に必ずお申し出
　ください。

【割引対象者】
・ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉　
　手帳をお持ちの方
・ 要介護認定・要支援認定を受けている方
・ 総合事業の対象者（介護予防・生活支援サービス　
　事業）の方
・ 小学生

※料金支払い時に必ず手帳等を提示してください。
　提示いただけない場合は、通常料金となります。
●運行上の注意

・他のお客さんと乗り合う場合がありますので、出発
　時間や到着時間を指定した利用はできません。
・ 滝根町・大越町・都路町・常葉町から船引町へ移動
　する場合は「大字船引地域のみ」乗降が可能です。
・ 滝根町・大越町～乗降が可能です。なお、大字船　
　引地域以外へ行く場合は、ふねひきパーク等での　
　お乗り換えが必要です。

問総務部 企画調整課 (61-7615 

予約センター 
(82-3000 または(81-2525 

　10 月から実証運行を開始した田村市デマンドタク
シーを利用する場合、次の点にご協力をお願いします。
●予約受付時間

月～土曜日までの午前７時～午後 6 時 30 分（日曜・
祝日と 12 月 29 日～ 1 月 3 日を除く）
・ 利用する便の 30 分前までに必ず電話で予約して　
　ください。
　運転手への利用予約はできません。
・ 午前 6 時 30 分、7 時、7 時 30 分の便は、利用
　の前運行日に予約をお願いします。
　当日予約での利用はできません。
・ 羽場タクシー常葉営業所(77-2129、同あぶく
　ま洞営業所(78-3167 は、一般タクシーの受付
　番号です。デマンドタクシーの予約はできません
　のでご注意ください。

●予約のキャンセル
　キャンセルする場合は、予約した便の30分前まで
　に必ずご連絡ください。
　・午前 6 時 30 分、7 時、7 時 30 分の便をキャンセ
　　ルする場合は、羽場タクシー船引営業所(82-1137
　　へご連絡ください。


